
   第３章 栄養管理 

 

ここがポイント！！ 

①集団での管理から、個別対応に ～ 一人一人に応じた食事の提供を ～ 

②子どもの栄養と発育・発達をトータルに考える栄養管理に！（成長曲線等で 

個々人の成長の過程を観察・評価） 

③１回の食事にこだわらない！１日、１週間、１ヶ月間のスパンで摂取量を考えよう！ 

④全職員の共通理解と連携。家庭へも積極的に情報を発信し、連携・支援をしよう！ 

 

保育所等における食事は、園児の発達・発育状況や生活状況を把握し、必要な量と質を提供

することが必要である。また、園児の身体の成長を捉えつつ、個々人にあった食事計画を立て

て実施することが望ましい。 

 

１．保育所等における食事の提供区分と形態 

   保育所等における食事は、図１に示すとおり、調乳、離乳食、３歳未満児食（１～２歳児）、

３歳以上児食（３～５歳児）に分類される。その食事の提供形態は、３歳未満児は、主食及び

副食給食、３歳以上児は、副食給食である。 

図１ 保育所における食事の分類 

 
 
 
 
 
 
 
            
 

      

 

２．「食事摂取基準」を活用した食事計画  

 ○保育所等における食事の提供は、園児の発育・発達状況、栄養状況、生活状況等について把

握し、提供する食事の量と質についての計画（食事計画）を作成し、この計画に基づいて実

施する。 

○食事計画は、食を通じた豊かな人間性の育成の観点から、保育目標に沿った食事の提供に関

する目標を設定し、各園の特性、独自性を生かして作成する。 

作成にあたっては、令和２年４月から「日本人の食事摂取基準（2020年版）」が適用された

のに伴い、下記の点に留意する。 

 

  ○「食事摂取基準」は、健康な個人及び健康な個人からなる集団を対象とし、国民の健康の保

持・増進、生活習慣病の予防を目的とし、エネルギー及び各栄養素の摂取量の基準を示す

ものである。よって、児童福祉施設において、障害や疾患を有し身体状況や生活状況等が

著しく異なる場合には、一律の適用が困難であるので、個々人の発育・発達状況、栄養状

態、生活状況等に基づいた「食事計画」を立てる。 
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児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画の策定に当っての留意点 

令和2年3月31日子母発第0331第1号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知 参照 ＊１） 

① 子どもの性、年齢、発育・発達状況、栄養状態、生活状況等を把握・評価し、提供する

ことが適当なエネルギー及び栄養素の量（以下「給与栄養量」という。）の目標を設定

するよう努めること。なお、給与栄養目標量の目標は、子どもの発育・発達状況、栄養

状態等の状況を踏まえ、定期的に見直すように努めること。 

② エネルギー摂取量の計画に当っては、参考として示される推定エネルギー必要量を用い

ても差し支えないが、健全な発育・発達を促すために必要なエネルギー量を摂取するこ

とが基本となることから、定期的に身長及び体重を計測し、成長曲線に照らし合わせる

など、個々人の成長の程度を観察し、評価すること。           

③ たんぱく質は、総エネルギーに対して 13％以上 20％未満の範囲内を目安とする。 

④ 脂質は、総エネルギーに対し、20％以上 30％未満の範囲内を目安とする。 

⑤ 炭水化物は、総エネルギーに対して 50％以上 65％未満の範囲内を目安とする。 

⑥ 1 日のうち特定の食事（例えば昼食）を提供する場合は、対象となる子どもの生活状況

や栄養摂取状況を把握、評価した上で、1 日全体の食事に占める特定の食事から摂取す

ることが適当とされる給与栄養量の割合を勘案し、その目標を設定するよう努めること。 

例）・生活状況等に特段配慮すべき問題がない場合には昼食は、１日全体の概ね１／３を

目安とする。 

  ・おやつは、発育・発達状況や生活状況等に応じて１日全体の 10～20％程度の量を目

安とする。 

⑦ 給与栄養目標量が確保できるように、献立作成を行うこと。 

⑧ 献立作成に当っては、季節感や地域性等を考慮し、幅広い種類の食品と取り入れたもの

とする。また、子どもの咀嚼や嚥下機能、食具使用の発達等を観察し、食品の種類や調

理方法に配慮する。さらに、嗜好や体験が広がり深まるよう、料理の組み合わせにも配

慮する。                                 ＊１）Ｐ● 参照 

 

３．保育所等における食事の計画、提供及び評価・改善  

  食事の提供に当たっては、子どもの①発育・発達状況、健康状態・栄養状態に適しているこ

と、②摂食機能に適していること、③食物の認知・受容、嗜好に配慮していること等が求めら

れる。子どもの特性を把握し、実施状況を評価し、一連の業務内容の改善に努めるためには次

のような手順で進めることが大切である。 

① 子どもの発育・発達状況、栄養状態、生活状況等について実態を把握し、その結果を分

析・判定（アセスメント）して栄養管理の目標を明確にする。目標を実現するため、提

供する食事の量と質についての計画（食事計画）を立てる。 

② 食事計画に沿って、提供する食事についての具体的な計画を立て（献立作成）、調理時

の品質管理を行う。 

③ 計画が適切に進行しているか途中の経過を観察し（モニタリング）、計画どおりに調理

及び食事の提供が行われたか評価を行い、適切に進んでいなかったら計画を修正する。

一定期間ごとに、摂取量調査や子どもの発育・発達状況について再度把握し、一定の期

間で得られた（変化した）結果を目標と照らし合わせて確認する（評価）。 

④ 評価結果に基づき、食事計画を見直し、献立作成など一連の業務内容の改善を行う。 



図２ 栄養評価の流れ 

 

 

 

 

 

 

  

 

                               

       

 ※アセスメントとモニタリングは表裏一体。毎日の摂取状況や食べ方を観察・記録することで見えてくる食の

背景をアセスメントに加えて対応の改善につなげる。 

 

４．食事提供に関する業務の進め方（「児童福祉施設における食事の提供ガイド」） 

 食事提供に関する業務は次のような手順で進めることができる。 

 ⅰ．対象の子どもについてのアセスメント 

ⅱ．同じ質や量で対応する子どもをグループ化する 

ⅲ．食事計画を立てる 

ⅳ．給与栄養量の基準を決める 

ⅴ．献立作成基準を決める 

ⅵ．品質基準を設定する 

ⅶ．期間献立を作成する 

ⅷ．作業指示書、作業工程表などを作成する 

ⅸ．食材料を発注する 

ⅹ．調理（品質管理・衛生管理）を行う 

xⅰ．食事摂取時の支援や観察を行う 

xⅱ．おかわりや食べ残しの内容や量を確認する 

xⅲ．一定期間ごとに発育状況を確認する 

xⅳ．食事提供の目標を達成できたかを確認する 

 

それぞれの過程での具体的な内容は次の通りである。  

 

ⅰ．対象の子どもについてのアセスメント  

給食の提供量を決定するために体の大きさ（身長、体重、及びそのバランス（肥満度など））

を把握し、発育状況を確認し、成長曲線に合わせて評価する。また、運動量など、生活の中での

身体活動量が高いか低いかなどを判断する。そして、施設で提供する食事の食べる量や食べ方か

らどの程度の摂取量が期待できるのか、またどのくらい摂取することが望ましいかなどについて、

体の大きさ、身体活動量と合わせて評価する。  

なお、施設以外での食べる量や食べ方が分かる場合には、施設で提供する食事の量や食べ方と

合わせて、その子どもに望ましい内容を検討する。  

給与栄養目標量の算出 

実態把握 

（身長・体重測定、

摂取量、活動量、食

物アレルギー等） 

［モニタリング］ 

栄養状態の評価

［アセスメント］ 

食事の提供  定期的な観察・評価 

［モニタリング］ 

［アセスメント］ 

計画を修正 



ⅱ．同じ質や量で対応する子どもをグループ化する  

施設で提供する食事全体を考えていく上で、子どもを集団で捉え、給与栄養量を計画するため

の基準量（代表値）を設定する。その時に、年齢、性や発育状況、体格、活動量を考慮してグル

ープ化を行い、複数の基準で対応を考える。複数の基準を設定するべきかを検討する際には、食

事を作る条件、配膳・配食の条件なども考慮して、効率的に実務が行えるよう配慮することも必

要である。  

ⅲ．食事計画を立てる  

提供する食事区分（朝食･昼食・夕食・間食・補食など）、食事時間（食べる時刻、配膳・配食

の時間など）や食器や食具の種類、配膳・盛り付け方法、食べる場の状況、調理設備を考慮し、

およその料理の組合せを決定する（主食、主菜、副菜、汁物、果物、牛乳・乳製品の料理区分に

よる組み合わせ方など）。  

ⅳ．給与栄養量の基準を決める  

提供する食事のエネルギー及び栄養素量（給与栄養量の基準）を決定する。考慮すべき栄養素

は、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、カルシウ

ム、鉄、ナトリウム（食塩）、カリウム及び食物繊維である。その他の栄養素も子どもの実態に

応じて検討する必要がある場合もある。  

なお、炭水化物はたんぱく質、脂質を優先して決定すれば、自動的に決まるが、エネルギーの

半分以上を供給することになるため、食品（主食となる食品）の選択と量の決定において重要で

ある。それゆえ、献立作成の点から考慮すべき栄養素として取り上げた。  

ⅴ．献立作成基準を作る  

給与栄養量の基準と施設として目指す食事内容、施設の食事提供の状況等から、献立作成に当

たっての基準を作成する。  

ⅵ．品質基準を設定する  

料理区分ごとのおよその量（一人当たりの盛り付け予定量）や調味割合（塩分％など）また、

料理の形状（なめらかにすりつぶした状態、歯ぐきでつぶせる固さなど）の基準を決める。  

ⅶ．期間献立を作成する  

行事なども配慮しながら一定期間（１週間や１ヵ月単位など）の献立を立てる（予定献立の作

成）。予定献立は他職種の意見も踏まえ、施設として決定する（給食委員会などでの決定）。  

ⅷ．作業指示書、作業工程表などを作成する  

１ 食 ご と の 献 立 に つ い て 作 業 指 示 書 ＊ を 作 成 す る 。 作 業 指 示 書 に 示 す 内 容 の 例 は 次 の 通 り で あ る 。   

作業指示書の内容例  

・料理名  

・料理ごとの使用食材とその１人分の純使用量  

・調理食数  

・調理する人数分（食数）の純使用量（廃棄を除き摂取量につながる量）と使用量（廃棄も含め 

た発注量につながるもの）（重量、容量）  

・作り方の手順とポイント（食材の切り方、調理・調味の順番、加熱機器の設定条件や時間）  

・出来上がりの量や調味割合の指示 
 

＊ ここでいう作業指示書は、施設毎に異なる名称で用いられている場合もあり、一般的に献立表とも表現され

る（献立表が作業指示を兼ねて運用している場合もある）が、子どもや保護者などに示す献立表（配布献立）

と区別するために、調理時に作業指示書として用いるものという意味で、献立表と異なる表現をとった。な

お、施設によって、作業手順書、調理指示書など様々な帳票名で呼ばれている場合もある。  



作業工程表は、時間軸に合わせて、調理工程と作業工程が分かるように示すものであり、同時

に、誰がどの作業を担当するかも分かるように示す。作業工程表は作業指示書と一体化している

場合もあるので、施設で使いやすいものを使用することができ、一定の品質を保証できるようし

ておくことが大切である。  

作業工程表や作業指示書を作成する理由は、誰が作っても同じ品質に調理できるような作業の

標準化や品質の標準化を目指すためであるとともに、作業を見直す際にも重要である。また、設

備（機器など）によっても調理工程や作業工程が異なる場合もあることから、施設の設備に応じ

た指示書は品質管理の点から重要である。さらに調理工程における重要管理事項に関する温度、

時間などの測定結果をこれらの様式内に記録することにより、衛生管理を含む品質管理が適切に

行われていることを保証する重要な証拠となる。 

ⅸ．食材料を発注する  

使用する食材料を食品業者に注文（発注）する。食品の種類、規格、量、品質を示し、あらか

じめ費用の見積もりをとり、予算に応じた発注を行う。また、在庫食品については、在庫量を定

期的に管理し、なるべく無駄がでないように調整、管理する。 

ⅹ．調理（品質管理･衛生管理）を行う  

予定した献立を予定した質と量、決められた時間までに調理を行い、盛り付け、配膳する。 

予定の変更が起きた場合（食品の変更、食数の変更、担当者の変更など）に対応できるように、

日ごろから対応方法を検討しておく。あらかじめ計画した料理（量、味、色、温度など）に出来

上がるように作業を管理していく。  

また衛生的に作業が進められるよう、衛生標準作業手順を決め、点検を行う。さらには、リス

クの高い作業に関する取り扱い事項をあらかじめ決めておき（衛生管理マニュアル）、その手順

を守って作業ができるようにする。また手順を守って作業を行っていることの記録（時間や温度）

をとるようにする。 

xi．食事摂取時の支援や観察を行う  

子どもが食事を食べる際に、支援を行ったり、食べている様子を観察して、提供した料理が質

（固さ、大きさ、形態など）、量ともに適切であったかどうかを直接確認する。また子どもごと

の食べることに関する課題、あるいは発達状況などについても観察し、個別対応の必要性につい

て関係者と連携し、対応していくことが重要である。さらに、自施設以外での食事のとり方に関

して注意すべき事項の有無を確認し、注意事項がある場合には保護者と連携して課題を解決でき

るように支援していく。  

xⅱ．おかわりや食べ残しの内容や量を確認する  

おかわりした量や残した量を確認することによって、献立の検討や調理の品質管理上のポイントを評価 

(Check)し、改善（Action）につなげる。  

なお、個人ごとにおかわりした量や残した量を確認することによって、およその摂取量を把握する。摂

取量が適しているか継続的な観察の中で確認することが大切である。個人ごとの摂取量は、月齢、体の

大きさ、活動量、発育の速度、摂食機能の発達段階に応じて異なるものである。これらを総合的にみて摂

取量について評価するためには、管理栄養士・栄養士が中心となり、保育士、看護師等とよく連携して観

察結果を検討していくことが必要である。量の調節だけで対応できるのか、形態の変更が必要なのか、食

べる姿勢を見直せばよいのか、周りの様子（食環境）と関係があるのかなどを判断し、提供する食事の品

質に見直（改善）すべき問題があれば、形態の調整、献立の工夫、調理上の改善や盛り付け量など、個

別に対応する内容について検討する。  



xⅲ．一定期間ごとに発育状況を確認する  

子どもの身長や体重の状況を確認して、食事の摂取量や活動量などが適切であるかを評価し、問題

があれば、どこに問題があるか、何を改善するべきか検討する。また、摂食機能の発達や、食べ物の認

知や受容が、食べる体験の増加とともに広がっているかなども確認する。  

xⅳ．食事提供の目標を達成できたかを確認する  

保育所の食事提供の目標に応じて、食事提供に関わる業務が遂行できているか評価する。給与栄養

量の見直し、献立作成基準や食事計画などの見直しが必要であれば改善する。新たな目標を立て、より

質の高い食事提供ができるよう、目標を設定していく。 

 

５．保育所等における給与栄養目標量 

保育所等における給与栄養目標量は、日本人の食事摂取基準（２０２０年版）によることと

し、個々の年齢、性、栄養状態、発育・発達状況、生活状況等を把握・評価し、提供すること

が適当なエネルギー及び栄養素の量を設定する。また、年齢、性、身体活動レベルに応じて、

年齢階級等の別に給与栄養目標量を設定しても差し支えない。 

給与栄養目標量は、定期的に見直すように努め、健全な発育・発達を促すために定期的に身

長及び体重を計測し、成長曲線に照らし合わせるなど、個々人の成長の程度を観察し、評価す

ること。 

（Ｐ●令和2年3月31日子母発0331第1号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知 参照） 

 

（１）給与栄養目標量の個人別の算出方法 

給与栄養目標量の算出は、 栄養アセスメント結果と身体活動レベル（表１）を用いて、個

人別にエネルギー量等を算出する方法と、年齢・性別・身体活動レベルが均一である場合に、

年齢・性別の基礎代謝量(表２)によりエネルギー量を算出する方法の２つの方法がある。 

いずれも、１日あたりのエネルギー量が決定したら、たんぱく質量を算出する。 

 

１身体活動レベル（表１）を用いて、個人別にエネルギー量を算出する方法の場合  

 

 表１ 個人別エネルギー量算出基礎データ 

年齢・性別区分 
基礎代謝量 
（kcal/日） 

体重kg×基礎代謝基準値 

身体活動 
レベル 

ｴﾈﾙｷﾞｰ蓄積量 
（kcal/日） 

１～２歳 
男 体重(kg)×61.0 

１．３５ 
２０ 

女 体重(kg)×59.7 １５ 

３～５歳 
男 体重(kg)×54.8 

１．４５ 
１０ 

女 体重(kg)×52.2 １０ 

 

 
 ＜エネルギー量の算出式＞ 
 
 
 
 

１日に必要なｴﾈﾙｷﾞ

ｰ量    (kcal/日) 

現体重

（kg） 
 

基礎代謝基準値 

  (kcal/kg/日） 

身体活動 

ﾚﾍﾞﾙ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ蓄積量

（kcal/日） 

    ＝   ×   ×   ＋ （    ） 

 

基礎代謝量 



例１）１歳の男児で体重１０ｋｇの場合： 

“目安とする給与エネルギー量”＝現体重（10kg）×基礎代謝基準値（61.0） 

 ×身体活動レベル（1.35）＋エネルギー蓄積量（20(kcal/日)）＝844kcal 

                            ≒850kcal(丸める） 

例２）４歳女児で体重１６ｋｇの場合： 

“目安とする給与エネルギー量”＝現体重（16kg）×基礎代謝基準値（52.2） 

 ×身体活動レベル（1.45）＋エネルギー蓄積量（10(kcal/日)）＝1,221kcal 

                           ≒1,250kcal(丸める） 

 

２ 年齢・性・身体活動レベルが同じ場合に、年齢・性別の基礎代謝量(表２)によりエネルギー

量を算出する場合 

 

表２ 年齢・性別の基礎代謝量 

年  齢 性別 基礎代謝基準値 

（kcal/kg/日） 

参照体重 

（kg） 

基礎代謝量 

（kcal/日） 

１～２歳 
男 ６１．０ １１．５ ７００ 

女 ５９．７ １１．０ ６６０ 

３～５歳 
男 ５４．８ １６．５ ９００ 

女 ５２．２ １６．１ ８４０ 

 

 ＜エネルギー量の算出例＞ 

例１）１～２歳男子の場合：   ７００×１．３５＋２０＝９６５ kcal  

                           ≒９７０kcal（丸める） 

例２）１～２歳女子の場合：   ６６０×１．３５＋１５＝９０６ kcal 

                           ≒９１０kcal（丸める） 

 

＊前述１ ２のとおり、各園の給与栄養目標量は、個人的に独自で算出するのが望ましい。 

園独自の算出が困難な場合は、年齢階級別に設定することも可能である。 

 

（２）三大栄養素の基準の設定の考え方 

 エネルギー量が決定したら、三大栄養素は総エネルギーに占める割合（％エネルギー）で決め

る。それぞれ必要範囲が示されているので、次の式により算出する。 

 

 ＜エネルギーから三大栄養素の算出式＞   
 

１日に必要なたんぱく質 

・脂質・炭水化物 (ｇ/日)  

１ １日に必要なｴﾈﾙ 

ｷﾞｰ量 (kcal/日) 

目標値 ※1) 

（％÷100） 

     

１ｇのエネルギー（kcal） 

※２） 

 ＝  ×  ÷         kcal 

  

 

※１）・たんぱく質：総エネルギーに対して１３％～２０％ 

                 ・脂質：総エネルギーに対して２０％～３０％ 

                 ・炭水化物：総エネルギーに対して５０％～６５％ 

※２）たんぱく質・炭水化物は１ｇ＝４kcal 脂質は１ｇ＝９kcal 



①たんぱく質の量＝１日に必要なエネルギー量（kcal／日）×１３～２０％÷４kcal 

②脂質の量＝１日に必要なエネルギー量（kcal／日）×２０～３０％÷９kcal 

③炭水化物の量＝１日に必要なエネルギー量（kcal／日）×５０～６５％÷４kcal 

たんぱく質 

  たんぱく質の推奨量（ＲＤＡ）は１～２歳児で20g、３～５歳児で25gであるが、母子保健

課長通知では、「たんぱく質、脂質、炭水化物の総エネルギーに占める割合については、三

大栄養素が適正な割合によって構成されることが求められることから、たんぱく質について

は13%～20%、脂質については20％～30％、炭水化物については50%～65%の範囲を目安とする

こと」と示されている。 

  推定平均必要量（ＥＡＲ）及び推奨量（ＲＤＡ）は、たんぱく質不足に陥るリスクを低く

するための摂取量を示したもので、この値に合わせなければいけないということではない。 

  むしろ、たんぱく質の主要な供給源である肉類、魚介類、卵類、大豆製品などは、各種ビ

タミンやミネラルも豊富に含むことから、ほかの栄養素の不足のリスクを抑え、しかも食事

として美味しく食べられることについても考慮する必要がある。したがって、実質的には推

奨量（ＲＤＡ）以上であって、考慮すべきビタミンやミネラルの摂取が実質的に可能な食事

計画となるようにすればよい。 

 

（３）長崎県の保育所等における給与栄養目標量算出例 

 本県の保育所における給与栄養目標量は、年齢階級別により区分し、男女間で差がある数値

は、平均値を使用した。 

なお、栄養素については、厚生労働省の通知により、下記のとおりとした。         

 

 県の給与栄養目標量を算出する際の基礎  

① エネルギー：１～２歳児、３～５歳児の推定エネルギー必要量 

② たんぱく質：総エネルギー比率１３～２０％の範囲で設定 

③ 脂   質：総エネルギー比率２０～３０％の範囲で設定 

④ 炭水化物 ：総エネルギー比率５０～６５％の範囲で設定 

⑤ 食物繊維 ：３～５歳児の目標量 

⑤ ビタミン ：ＶＡ、ＶＢ１ 、ＶＢ２ 、ＶＣは推奨量＊２） 

⑥ ミネラル ：カリウムは１～２歳は目安量、３～５歳は目標量。 

カルシウム、鉄は推奨量 

⑦ 食塩相当量：１～２歳は3.0ｇ未満、３～５歳は3.5ｇ未満 
                       

 

① ０歳児 

    乳児の給与栄養目標量は、表３を参考に、月齢や発育状態、健康状況を考慮しながら乳児

の実態に沿って定める。乳児期は、発育の個人差が大きいので、家庭での状況等も考慮する。

 なお、保育士と給食担当者（栄養士等）が常に連携をとりながら毎日の喫食状況を把握し、

給食日誌に記録しておく。 

 

② １～２歳児 

   １～２歳児の給与栄養目標量は、昼食と午前・午後のおやつで一日当たり食事摂取基準の 

 ４８％（うちおやつ15％）とし、家庭で不足しがちなミネラル類、ビタミン類は５０％とした。 



たんぱく質、脂質及び炭水化物は、エネルギー比（％）として幅をもたせ、食塩相当量は、 

2015年版食事摂取基準からの減少率に準じ、生活習慣病の一次予防のため1.3ｇ未満とした。  

（表４） 

③ ３～５歳児 

３～５歳児の給与栄養目標量は、昼食と午後のおやつで、一日当たり食事摂取基準の４３％ 

（うちおやつ10％）とし、１～２歳児と同様に、家庭で不足しがちなミネラル類、ビタミン類は５

０％とした。家庭から持参する主食量は、過去の主食量調査結果（過去５年間の平均105ｇ）から、

110ｇとした。たんぱく質、脂質及び炭水化物は、主食の栄養価を含めて、それぞれのエネルギー

比（％）として幅をもたせ、食塩相当量は、2015年版食事摂取基準からの減少率に準じ生活習慣病

の一次予防のため1.4ｇ未満とした。（表５）    

④ 延長保育のおやつ 

   延長保育に伴うおやつの給与栄養量は、保育所の給与栄養目標量には含まれない。目安は、

１日当たりの食事摂取基準の５％程度、夕食は25％～30％程度とするが、保育時間や家庭での

食事を考慮し、柔軟に対応すること。 

表３ ０歳児の給与栄養目標量（１日） 

男児 女児 （ｇ） （％） （ｇ） （ｍｇ） （ｍｇ） （μｇRＡE）＊ （ｍｇ） （ｍｇ） （ｍｇ） （ｇ）

550 500 10 50 ─ 400 200 300 0.1 0.3 40 0.3

650 600 15

700 650 25

カリウム 鉄 ビタミンA ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC
月齢

エネルギー
たんぱく質

脂  質

エネルギー

比率

炭水化物
（kｃａｌ）

（ｍｇ）

０～５（月） 0.5

６～８（月）

40 ─ 700 250

カルシウム

400 0.2 0.4 40 1.5

食塩

相当量

９～１１（月）

4.5

 

表４ １～２歳児の給与栄養目標量 

（ｇ） （ｇ） （ｇ） （ｍｇ） （ｍｇ） （μｇRE）＊ （ｍｇ） （ｍｇ） （ｍｇ） （ｇ）

（13～20％）
30～46

（20～30％）
21～30

（50～65％）
116～150

850 425 375 0.4 0.55 35
2.8

未満

48% 48% 48% 50% 50% 50% 50% 50% 50% ─

15～22 10～14 56～72 425 220 190 0.2 0.28 18
1.3

未満

ビタミンA ビタミンB1 ビタミンB2 エネルギー

たんぱく質

（　　）はエネル

ギー比率％

脂  質

（　　）は、エネ

ルギー比率％

炭水化物

（　　）は、エネル

ギー比率％

ビタミンC
食塩

相当量

（kｃａｌ） （ｍｇ）

１日当たり食事摂取
基準（Ａ）

925 4.0

カリウム カルシウム 鉄

昼食＋おやつの比
率（Ｂ）

48% 50%

保育所の給与栄養
目標量
（Ｃ＝Ａ×Ｂ／１００）

450 2.0

 

表５  ３～５歳児の給与栄養目標量 

（ｇ） （ｇ） （ｇ） （ｍｇ） （ｍｇ） （μｇRE）＊ （ｍｇ） （ｍｇ） （ｍｇ） （ｇ） （ｇ）

（13～20％）
42～63

（20～30％）
29～42

（50～65％）
160～207

1500
以上

575 500 0.5 0.8 40
8.0

以上

3.5
未満

比率 43% 43% 43% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% ─

栄養量
（Ｂ） 18～27 13～18 69～89

750
以上

288 250 0.25 0.4 20 4以上 ─

2.2 0.2 38.1 32 3 0 0.02 0.01 0 1.7 0

16～24 13～17 31～50
720
以上

290 250 0.23 0.39 20
2.3

以上
1.4

未満

ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンCエネルギー

たんぱく質

（　　）はエネル

ギー比率％

脂  質

（　　）は、エネ

ルギー比率％

炭水化物

（　　）は、エネル

ギー比率％

カリウム
食物

繊維

食塩

相当量

（kｃａｌ） （ｍｇ）

１日当たり食事摂取
基準（Ａ）

1275 5.0

カルシウム 鉄 ビタミンA

昼食
　＋

おやつ

43% 50%

549 2.5

家庭から持参する

米飯110gの栄養量

（Ｃ）
172 0.1

保育所の給与栄養
目標量

　　（Ｄ＝Ｂ－Ｃ）
380 2.4

        

 注）たんぱく質、脂質及び炭水化物の（  ）書きは、総エネルギーに対する比率。 



６． 献立作成 

○献立は、合理的な給食を行うための基本となるもので、園児に適正な食事を供給する上から、

なくてはならないものである。 

○献立は、離乳食、１～２歳児食、３～５歳児食及びアレルギー食について実際に行う調理の

効率や作業手順、動線、安全・衛生を考慮して作成する。 

 

（１） よい献立をたてるための準備 

  ・給食の提供に関する運営会議等の記録等を活用し、反省して次の献立に活かす。 

   ・常にいろいろな情報を集め、多くの献立・資料を集めて整理しておく。 

 

（２） 献立作成の手順 

    ・はじめに主菜となる料理を決め、これに組み合わせる副菜・汁物・付け合わせ等を決める。 

    ・１週間または１０日間を一区切りとして、前後の献立が重ならないように配慮し、     

１か月間の献立を計画する。 

    ・調理方法・作業手順を決める。 

 

（３） 献立作成時の留意点 

・給与栄養目標量を確保するため、あらかじめ定めた各園の食品構成基準に基づいて食品を

選択（量的・質的）し、一日あたり平均使用量が、各園の食品構成基準を満たすよう組み

合わせるか、栄養価計算を行う。 

・旬の食品を上手に使用して、献立に変化をもたせる。 

・嗜好や体験が広がり、深まるよう、食品の種類を多く使用する。 

・料理の組み合わせに配慮する。 

・季節や行事にあった献立（行事食等）を取り入れる。 

・食物アレルギーの対応は完全除去対応として、代替食等を献立表に記載する。 

・咀嚼や嚥下機能、食具使用の発達状況等を観察し、その発達を促すことができるよう、食

品の種類や調理方法に配慮する。 

・食事中の誤嚥、窒息などの事故予防のため、誤嚥を引き起こしやすい食材の利用や大きさ等

に配慮する。 

・年齢・身体的状況の特性を考慮し、発達段階に応じたものである。 

・乳幼児は、消化吸収機能が未発達で抵抗力も弱いので、内容確認のできない食品は避ける。 

・乳製品は、成長期の園児にとって栄養上優れた食品であるので、スキムミルク又は牛    

乳を毎日欠かさず給与する。 

  ・主食は、菓子パン等の甘い味は避ける。家庭にも指導する。 

     注）土曜日も、栄養的に充実した給食を実施する。 

 

（４）献立のチェック項目 

作成した献立は、目的を満たしているか、項目毎にチェックする。    

・給与栄養目標量は確保されているか 

・主食、主菜、副菜の食材や調理法に重複はないか 

・日々の調理作業量は標準化されているか 



・園児の１食分として適当か 

・全体の彩りや歯ごたえ、栄養バランスはよいか 

 

７．給与栄養目標量の確保法 

（１）食品構成による方法 

食品構成による給与栄養目標量の確保は、食品を各群に分類して、群ごとの摂取目標量を決

定して実施する。どんな食品を、どれだけ組み合わせたらよいか、食品群ごとの分量を設定し

ておくと、食品毎の栄養価算定を省略でき、献立の評価に活用できる。 

また、献立が作成しやすく、給与栄養目標量との差が少なくなり、バランスと食材の調和の

とれた献立となる。 

①食品構成表の作り方 

ア．０歳児の食品構成表 

  離乳食の食品構成を作成する場合は、『離乳食の進め方の目安』（表10）を参考に作成す

る。 

 

イ．１～２歳児、３～５歳児の食品構成表（様式1-4-1,1-5-1,1-4-2,1-5-2） 

 現在までの自園の献立や、「長崎県の保育所等における食品構成例」（別表１、別表２）

を参考に、園児の状況に応じた食品構成表を作成する。栄養価の算定は、自園で食品群別荷

重平均栄養成分値を作成されている場合はその成分値を、作成されていない場合は県の「保

育所における食品群別荷重平均成分表」（別表３、別表４）を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 ウ．食品構成作成時の留意点 

ⅰ）食品群によっては、毎日給与すべきものと、一定期間の平均値が食品構成を充足して

いればよいものとに分けられる。 

  ＊毎日給与すべき食品群       

    穀類            → 毎食１品以上 

魚類 肉類 乳類 卵類   → いずれか１～２品 

   緑黄色野菜、その他の野菜、果実類 → いずれか１～２品 

   乳類           → 毎日１品以上   

＊一定期間の１日の平均値が充足していたらよい食品群 

   いも類 豆類 魚介類 肉類 卵類  海草類 

 

ⅱ）毎日給与すべき食品群は、食品構成の数量を毎日の献立に取り入れるが、一定期間の

１日の平均値が充足していたらよい食品群については、＜例１＞＜例２＞のようにする。 

 

 

★保育所における食品群別荷重平均成分表 

食品群ごとに使用頻度の割合に応じて算定した栄養成分値の一覧表。食品構成による給

与栄養目標量の確保の場合の基礎となるので、施設毎の食品使用状況が反映されるよう

保育所や地域に応じて作成するのが望ましい。作成が困難な場合は、当面の間、県で示

した「保育所における食品群別荷重平均成分表」（別表３、別表４）を用いてよい。 



 ＜例１＞ 魚類の場合・・・食品構成の数量＝１５ｇ  一定期間＝１０日とすると 

（食品構成の数量） × （一定期間）＝ （一定期間に給与すべき総量）  

                      １５ｇ    ×   １０日    ＝     １５０ｇ 

            →１０日間に１５０ｇの魚類を献立に入れることになる。 

       魚を使った献立を取り入れ、魚を使用しない日や使用量の少ない日は、 

肉類、豆腐類、卵類などを取り入れる。 

         ・魚料理（焼き魚など）に（二切れ）  ４０～５０ｇ×２回 

                  ・お吸い物やその他の料理に      ２５～３０ｇ×２回 

          （イカ、エビ、貝類 等） 

       

   ＜例２＞ いも類の場合・・・食品構成の数量＝２５ｇ  一定期間＝１０日とすると 

        （食品構成の数量） × （一定期間）＝（一定期間に給与すべき総量）  

                     ２５ｇ     ×   １０日    ＝     ２５０ｇ 

              →１０日間に２５０ｇの芋類を献立に取り入れることになる。 

同じ食品群のなかでも、複数の種類を取り入れるように工夫する。 

         ・シチュー、カレー、サラダに  じゃが芋 ３０ｇ×３回 

・コロッケに          じゃが芋 ６０ｇ 

                  ・煮物の日に          里    芋 ４０ｇ 

                  ・おやつに                     さつま芋 ６０ｇ  

 

（２）栄養価計算による方法    

栄養ソフト等を活用して、日本食品標準成分表2015年版（七訂）のデータにより、使用し

た食品の栄養価計算を行い、給与栄養目標量との比較を行い、必要があれば献立を修正する。 

 

（３）不足する栄養素や過剰摂取となる栄養素への配慮 

① 鉄は、不足がちになるので、園児の嗜好や家庭の状況などを考慮し、園や地域に応じ

た方法を考えるのが望ましい。また、骨の成長や歯質の強化のために、カルシウムも充分

供給できるように作成する。（表６．表７参照） 

 

② 家庭における食事や間食は、動物性食品、油脂類、砂糖類、食塩など摂りすぎる傾向

にあり、主食（特に米）や牛乳・乳製品、野菜類は摂取量が少ない現状にある。したがっ

て、献立作成は、家庭での食事を考慮して、食品の選択や食品構成に配慮する。 

・魚介類：練り製品に偏らず、新鮮な魚を用いる。 

・豆 類：豆腐のみでなく、高野豆腐、煮大豆、納豆、おからなどを利用する。 

・野菜類：同じ種類に偏らないよう、多種類を用いる。 

・油脂類：おやつの油脂にも留意して、全体的にとりすぎないようにする。 

・砂糖類、食塩：薄味が望ましいので、素材の味を生かすような味付けを心がける。 

 

 

 

 



表６ 鉄を補充するための食品 

食 品 群 多含食品名及び摂取上の注意 等 

豆   類 納豆・凍り豆腐・豆腐・おから・いんげん豆・そら豆 

緑黄色野菜 ほうれん草・小松菜・春菊 

その他の野菜 干し大根・枝豆 

魚 介 類 
うるめいわし・なまり(かつお)・煮干・しじみ・はまぐり・赤貝・あさり・ 
か き 

海 草 類 ひじき 

肉   類 
レバーは、鉄の給源としては有用。ただし、多量使用によるビタミンＡ過剰
摂取に注意する。 

種 実 類 ごま・ピスタチオ・アーモンド・松の実 

卵    類 鶏卵の黄身・うずら卵 

 

表７ カルシウムを補充するための食品 

食 品 群 多含食品名及び摂取上の注意 等      

牛乳・乳製品 
牛乳・スキムミルク・ヨーグルト・チーズ等。吸収しやすいカルシウムを多く
含むが、同時に、動物性脂肪も含むので摂りすぎに注意 

魚  介  類 
じゃこ･いわし缶詰・かつおフレーク缶（水煮)・魚粉・桜えび・鮭水煮缶・み
りん干し・貝類 等 

豆・豆製品 大豆や大豆製品、インゲン豆 

野  菜  類 小松菜・青梗菜・京菜(みずな)・菜の花・切り干し大根・春菊等 

海 草 類 ひじき 

種 実 類 ごま・アーモンド・ピーナッツ 

 

 

  

 

８．食材料の発注  

  食品の購入は、献立表の総使用量にもとづき、食品の廃棄量を加えて購入量（発注量）を算 

出する。購入量の算出は、次の式により、購入係数（倉出し係数）を用いて算出する。 

          購入量（発注量）   ＝  可食量   ×   購入係数  

  （例）人参の可食量が 800 ｇ のとき、緑黄色野菜の購入係数は、1.2 なので 

                   購入量 ＝ 800 ｇ × 1.2 ＝ 960ｇ 

   （例）乾物は、表９を参考に、購入係数をかけて購入量（発注量）を算出する。 

表８ 食品の可食率と購入係数（倉出し係数）    

食品群 可食率（％） 購入係数 食品群 可食率（％） 購入係数 

米・押し麦  

 小麦粉 

     100 

         100 

     1.0 

         1.0 

 いも類 

 砂糖類 

          90 

         100 

         1.1 

         1.0 

ご ま 

大豆加工品 

         100 

         100 

         1.0 

         1.0 

 油脂類 

 大  豆 

         100 

         100 

         1.0 

         1.0 

 注）カルシウムの吸収率は、牛乳・乳製品と卵が５０％、魚介類は３０～３８％、 

野菜は１７～１８％とそれぞれ異なるので、吸収率のよい食品を一緒に摂るとよい。 



 その他の豆類  

 鮮魚類 

 乾燥魚 

 肉 類 

 卵 類 

 乳 類 

         100 

          75 

          90 

         100 

          89 

         100 

         1.0 

         1.3 

         1.1 

         1.0 

         1.1 

         1.0 

 緑黄色野菜 

 その他の野菜 

 乾燥野菜 

 海草類 

 柑橘類 

 その他の果実 

 漬物類 

          85 

          85 

         100 

         100 

          75 

          75 

          90 

         1.2 

         1.2 

         1.0 

         1.0 

         1.3 

         1.3 

         1.1 

 

表９  乾物の戻し倍率               

食品名 倍 率 戻す方法 食品名 倍 率 戻す方法 

め  し 

そうめん 

ひやむぎ 

干しうどん・そば 

スパゲティー 

マカロニ 

干しわかめ 

塩蔵わかめ 

干しひじき 

こんぶ 

      2.1 

       3 

       3 

      2.5 

      2.5 

       2 

      10 

       2 

       4 

       3 

 

ゆでる 

〃 

〃 

〃 

〃 

水にひたす 

〃 

熱湯にひたす 

〃 

かんぴょう 

はるさめ 

ビーフン 

凍り豆腐 

豆類 

干しぜんまい 

切り干し大根 

干しわらび 

きくらげ 

干ししいたけ 

       7  

 3 

       3 

       6 

       2 

       4 

       5 

       4 

       7 

       5 

ゆでる 

〃 

〃 

水にひたす 

煮る 

熱湯にひたす 

水にひたす 

〃 

〃 

〃 
注）この数値は、乾燥物を水に戻した時の倍数である。（出典：女子栄養大学出版部調理ベーシックデータ） 

 

９．調 理 

（１）調理は、献立表の指示（作業指示書）に沿って行う。 

（２）調理は、食材の適否、正確な計量、衛生的な洗浄、適正な加熱等、どの工程も適切に行う。 

（３）乳幼児は、咀しゃく力が十分でないので、食材の切り方や加熱時間等に配慮する。 

（４）味付けは、薄味にする。 

（５）食事時間、食器の保温性等を考慮し、飲み物・料理別に適当な温度で供与する。 

（６）料理間の色彩の調和、食器の色・形・盛り付けに配慮する。 

（７）スプーン・フォーク・はしと、食器との組み合わせは、食べる意欲・姿勢・指先などの運

動に影響するので、個々の発育・発達に応じて選ぶ。保育士との連携を密にする。 

 

１０．おやつの提供 

（１）おやつは、園児にとって食事の一部として重要であるので、菓子類・甘味品に偏らないよ

う、内容や与え方に配慮する。 

（２）次の食事に支障の少ない消化のよいものを与える。 

（３）水分と発育に必要なビタミン・ミネラルを補給できるものにする。 

（４）週３回以上の手作りおやつの提供を目標に努力する。 

（５）歯に付着しやすいものを避け、噛みごたえのある食品を加える等、むし歯予防に配慮する。 

 

 



 

＜好ましい手づくりおやつ＞ 

①噛みごたえのあるもの・・いり大豆、煮干し、こんぶ、するめ、かりんとう、枝豆等 

②カルシウムや鉄が摂れるもの・・魚粉入りお好み焼き、豆腐白玉団子、牛乳ゼリー、 

きなこクッキー、ほうれん草入り蒸しパン等 

③素材を生かしたもの・・・・果物、ふかし芋、おにぎり、野菜スティック、 

とうもろこし等 

 

 

１１．授乳・離乳のすすめ方（Ｐ●「離乳・授乳の支援ガイド」を参照。）  

（１）離乳食の進め方 

①離乳食は、表１０を参考に、個々の乳児への配慮を行う。献立に変化をつけ、偏りのない

ようにする。 

②使用食品が限定されないよう、いろいろな食品を使用するが、アレルギー発症予防のため

数回家庭で食した食品を提供する。 

③家庭との連携を密にし、子どもの食欲や成長・発達の状況に応じて食事の量を調整する。 

④離乳食のポイント 

 ・離乳開始のころは調味料は必要ないので、素材の味を生かして味つけに配慮する。 

 ・離乳開始前に果汁などを与える必要はない。 

 ・はちみつは乳児ボツリヌス症予防のため満１歳までは使わない。 

 ・鉄の不足に注意する。 

 

【離乳開始前の果汁】 従来、離乳開始前に、乳汁以外の味やスプーンに慣れるためとして、スプーンで

果汁などを飲ませることが勧められてきたが、離乳開始前の哺乳反射がある時期のスプーンの練習は、

母子双方にとって負担が大きく効果的でないこと、果汁の摂取により乳汁摂取の減少が懸念されるだけ

でなく、果汁の過剰摂取に繋がりやすいこと、現在の育児用ミルクの成分は改良されており果汁を足す必

要がないことなどから、離乳開始前に果汁などを与える必要はないとされた。 

 

【はちみつ】 蜂蜜に含まれている可能性のあるボツリヌス菌（芽胞）により、乳児ボツリヌス症を起こすこと

がある。加熱しても芽胞は死滅しないので危険。１歳を過ぎれば食べても大丈夫。 

 

 【鉄の不足に注意！】 母乳児・育児用ミルク児ともに、乳汁摂取量が減ってくると、鉄欠乏を生じる可能性が

でてくる。赤身の魚や肉、レバーをとり入れ、離乳食で積極的に鉄を補給する。フォローアップミルク

は母乳や育児用ミルクの代替品ではないが、離乳食が進まず、鉄欠乏リスクが高い場合や、適当

な体重増加が見られない場合には、医師に相談して、必要に応じて活用を検討する。 

 

 

（２）乳児用調整粉乳の衛生的な取扱い （ガイドラインにおける調乳のポイント） 

   ○ 乳児用調整粉乳の調乳に当たっては、使用する湯は 70℃以上を保つこと。 

   ○ 調乳後２時間以内に使用しなかったミルクは廃棄すること。 

     （P●「乳児用調整粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン」参照） 

（３）冷凍母乳の取り扱い（「児童福祉施設における食事の提供ガイド」より） 

 冷凍母乳は直接授乳と違っていろいろな過程を経るので、衛生的な配慮、手順が大切になる。 



 ①冷凍母乳は搾乳後すみやかに冷凍し、冷凍後１週間以内のものを原則として、受け入れるこ

ととする。 

 ②冷凍母乳を受け取る際には名前、搾乳日時、冷凍状態を確認し、冷凍庫（-15℃以下）で保管

する。 

 ③専用の冷凍庫がない場合、他の食品に直接触れないように、専用の容器やビニール袋に入れ

て保管する。 

 ④母乳は飲む子どもの母親のものであることを確認する。病気感染などの防止のため、間違い

のないようにする。 

⑤授乳時間に合わせて解凍する。 

⑥解凍するときは、母乳バッグのまま常温の水につけ、数回水を取り替える。熱湯や電子レン

ジでは解凍しない。 

⑦解凍した母乳を４０℃程度（体温に近い温度）の湯煎で加温する。 

⑧解凍した母乳は、母乳バッグの下の切り込み部分を引き裂いて、哺乳瓶に移す。 

⑨成分が分離しやすいので、ゆっくり振り混ぜあわせてから与える。 

⑩１度解凍したものは、再冷凍しない。また、飲み残しは捨てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表 10   離乳食の進め方の目安 

 

                    （出典：授乳・離乳の支援ガイド 2019 年 3 月） 

 

 



１２．栄養指導 

 園児は、食事内容や食事量、好き嫌いやアレルギーなど様々な問題が多いので栄養士が配置

されている場合には、その専門性を生かして具体的でわかりやすい指導助言を行うことが望ま

れる。 

 また、保育部門と連携の上、運動や睡眠など生活リズム全般を見通した食育の推進を図り、

指導・助言の内容については、必ず記録に残し、必要に応じて職員間で事例検討等を行う。 

 

（１）園児に対する指導 

① 個々人の身長・体重の変化を幼児の身長体重曲線や成長曲線（Ｐ●～●参照）として記録

し、成長の状況に合わせたアセスメントと適切な栄養指導を結びつける。 

② 食事の残食量、残食理由などを観察し、その結果をアセスメントに活かす。 

③ 肥満や偏食は、保護者に対する指導も併せて行う 

 

（２）保護者に対する支援 

① 保育所の行事を活用して懇談会、試食会、調理講習などを積極的に開催する。   

② 献立表及び栄養指導プリント等の配布、保育参観等を通じて、食事提供に対する正しい 

理解と家庭の食生活改善が推進されるよう配慮する。 

③ 嗜好調査や家庭との連絡を密にして偏食に陥らないよう防止策を考える。 

④ 食事バランスガイド＊）の活用 

家庭においてもバランスのとれた食事ができるよう、「長崎県版食事バランスガイド」の

活用をすすめる。 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 



１３．特別な配慮の必要な児への対応 

 

ここがポイント！！ 

①医師の診断に基づいて対応 

②食物アレルギー対応食の基本は完全除去！！ 

 

（１）体調不良の子供への対応 

①一人一人の子どもの体調を把握し、それに応じて食材を選択し、調理形態を工夫した食事

と水分補給に配慮する。 

 ②必要に応じて、嘱託医やかかりつけ医の指導・指示により、食事を提供する。 

 

（２）食物アレルギー児への対応（「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」より） 

  １）基本原則 

○医師の診断指示に基づき、保護者と連携し、適切に対応する 

・生活管理指導表（※）（P●参照）に基づく対応が必須 
（※）「生活管理指導表」は、保育所におけるアレルギー対応に関する、子どもを中心に据えた、医師と保護者、保育所の

重要な“コミュニケーションツール” 

 

○食物アレルギー対応においては安全・安心の確保を優先する 

・完全除去対応（提供するか、しないか） 

・家庭で食べたことのない食物は、基本的に保育所では提供しない 

２）具体的な対応 

①対象園児の把握 

    園児が食物アレルギーと疑われる時には、保護者と連絡をとりながら園児の状況を把握

する。また、アレルゲンとなる食品は種類も多く、症状の程度も異なるため、個別の食

品構成を作成するなどの対応が求められる。 

②生活管理指導表の活用 

保護者との協議の上、食物アレルギーの対応が必要な場合は、かかりつけ医に生活管理 

    指導表の記載を保護者から依頼してもらい、生活管理指導表に基づいた対応を行う。 

      ③食事の対応 

ア．アレルゲンの食物は完全除去として、代替食等は献立表に記載する。 

卵・牛乳・乳製品・大豆などのたんぱく質性食品や小麦粉・米などの炭水化物を除去

する場合には、発育に必要な栄養素が不足しないよう栄養バランスのとれた食事にな

るよう調整する。 

食品の除去や代替食品の対応が困難な場合には、家庭からの協力を得る。 

イ．食品の除去・代替食品などを必要とする場合、他の園児と同じものを食べたい子ども

  の気持ちを大切にし、見た目が同じような献立になるように配慮する。 

ウ．保護者にアレルギー対応献立等の提供を行い、情報交換を密にする。 

エ．安易に長期間制限を続けず、保護者との連携のもと、定期的に主治医を受診し指示を

          受けるなど適切に対応する。 

 

 



【令和2年3月31日子発第0331第1号厚生労働省子ども家庭局長通知より抜粋】 

     子どもの健康と安全の向上に資する観点から、子どもの食物アレルギー等に配慮した食

事の提供を行うとともに、児童福祉施設における食物アレルギー対策に取り組み、食物ア

レルギーを有する子どもの生活がより一層、安心・安全なものとなるよう誤配及び誤食等

の発生予防に努めること。 

     なお、多くの児童福祉施設では、食物アレルギーなどへの対応を行っている。また、子

ども自身が自分の食物アレルギーの状況を自覚し、食物アレルギーを有していることを自

分の言葉で伝えることが困難であることなども踏まえ、施設内の職員は、生活管理指導票

 を活用（※）して、状況を把握するよう留意するとともに、子どもの異変時の対応等に

備え、平素より危機管理体制を構築しておくこと。 

 【食物アレルギー対応チェック表】 

     平成27年3月23日長崎県こども未来課課長より参考にするよう通知 

（P●～●別添参考様式Ⅳ参照） 

    

（３）障害のある子どもへの対応 

① 子どもの障害の状況を把握し、それに応じた食事を提供する。 

② 咀しゃくやえん下機能に障害がみられる子ども（咀しゃく力が弱くうまく噛めない・えん下が 

うまくできない・舌が大きく動きが悪い等）の場合、大きさ・固さ・温度・粘度・飲み込みや 

すさなどの調理形態を配慮する。 

③ 環境により食事に集中出来ない子どもの場合、テーブルや椅子・食器・食具を工夫し、子 

どもの食べようとする意欲を大切にしながら適切な援助を行う。 

④ 家庭との連絡を密にし、必要に応じて専門機関からの指導・助言を受け、適切に対応する。 

 

（４）延長保育や夜間保育への対応 

① 一人一人の子どもの年齢・健康状態・生活習慣・生活リズムを把握し、それに応じて子ど

もに必要な量や調理形態・食事の時間帯に配慮した食事を提供する。 

② 延長保育の食事は昼食やおやつと同様、ゆとりある時間と空間を確保し、あたたかい雰囲

気になるように配慮する。 

 

 

１４．災害時の対策 

【令和2年3月31日子発第0331第1号厚生労働省子ども家庭局長通知より抜粋】 

 災害等の発生に備えて、平常時から食料等を備蓄するとともに、災害時等の連絡・協力体制

を事前に確認するなど体制を構築しておくよう努めること。 

 

【「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」より】 

（災害への備え） 

火災や自然災害などが発生した場合など、通常とは異なる環境・体制の下で保育を継続して

行うことについても想定する必要があります。例えば、一時的に保育所以外の場所に避難を余

儀なくされた場合、アレルギーを有している子どもに関する情報を保育士等が避難所の職員に

すぐには伝えられないことや、食物アレルギー対応が必要な子ども用の食材を持ち出せないと



いったことが起こり得ます。こうした日常使用しているマニュアルに基づく対応ができないよ

うな事態でも、全職員が対応できるようにすることが求められます。 

こうした事態を想定した取組は、各保育所が単独で行うだけではなく、自治体の支援の下、保

育所、学校、消防、警察、医療機関、自治会等が連携して行うことが重要です。 

 

 （参考）   

  ・社団法人長崎県保育協会（平成22年8月）『保育所における食事の提供に係る災害・事故時

対策マニュアル』  （P ●～●参照) 

  ・公益財団法人日本栄養士会（平成26年1月）『平成25年度保育科学研究保育所における災害 

時対応マニュアル－給食編－』（P ●～●参照) 

 

１５．歯の健康      

 生後５、６か月頃までは、むし歯の原因となるミュータンスレンサ球菌の定着が起こりにくく、

乳歯は唾液によって洗浄されるため、歯は清潔に保たれる。しかし離乳が進むにつれ唾液の洗浄

作用だけではむし歯は防げなくなるので留意が必要である。保育所での対応に加え、家庭への指

導をあわせて行うことが大切である。 

（１）健康な歯を守るための食事とは 

① 永久歯が形成される幼児期に必要な良質のたんぱく質、カルシウム、ビタミンＡ・Ｃ・

Ｄ、リンなどの栄養素を含んだ食品を努めて使用する。 

  ②歯に付着しやすいもの、砂糖分の多い食べ物はさける。 

   特に、砂糖分の多い物と飲料を同時に摂取することを                

さける。 

 

（２）むし歯予防の三原則を守る          

  ① むし歯の原因となるミュータンス菌に栄養を 

与えないよう甘い物を控え、食事等の時間を規則的に                

する。 

② ミュータンス菌をできるだけ取り除くため、 

飲食後は口をすすぎ、歯磨きをおこない、口 

中を清潔にする。 

  ③ カルシウムをしっかりと摂り、丈夫な歯質をつくる。 

                 

（３）噛む力を育てるために           

  最近は噛まない・噛めない子どもの問題も出てきているので、食品の種類や形態及び調理法

に配慮する。 

  ① 魚介類では、小魚など骨ごと食べられ、噛みごたえのある食品を加える。 

  ② 肉類では、ひき肉ばかりでなく、段階的に大きな肉も噛めるような調理の工夫をする。 

  ③ 野菜類では、ごぼう・れんこんなど噛みごたえのある食品を利用する。 

 

 

 

歯 質 

むし歯 

ミュータンス菌 糖質 



 

１６．栄養管理関係書類の記入要領  

（１）保育所等における給与栄養目標量 

（ 様式Ⅰ－１・ 様式Ⅰ－２・様式Ⅰ－３） 

 １）独自に算出する施設は、様式Ⅰ－２・様式Ⅰ－３の独自算出表を用いる。 

      認定こども園は、おやつを提供する児と提供しない児がいるため、給与栄養目標量については 

昼食とおやつの目標量を区分する様式Ⅰ－３を使用する。 

  ＜算出表の記入要領＞ 

① 人数は、年齢別、男女別に記入する。 

② 人数×１日当たりの食事摂取基準で合計を求め、（÷人数）して平均栄養量をもとめる。 

③ ３歳未満児は、昼食＋午前・午後のおやつで、１日の給与目標量の 48％、不足しやす

い栄養素は５０％を給与するものとする。 

④ ３歳以上児は、昼食（主食は家庭から持参）＋午後のおやつで給与栄養量の４３％、

不足しやすい栄養素は５０％を給与するものとする。 

⑤ ３歳以上児の家庭から持参する主食量は、地域差・年齢差を考慮して園で定め、その 

栄養価を差し引く。 

 ※３歳以上児の主食を施設で提供する場合は、主食の栄養価を含めた給与栄養目標量を

算出すること。 

２） 県算出例値を使用する施設は、様式Ⅰ－１を用いて県算出例値の考え方や算出根拠（P ●

～●）を参考に記載する。給与栄養目標量はできるだけ園独自の目標量を算出するのが

望ましい。 

３） 保健所へは、様式Ⅰ－１又はⅠ－２、Ⅰ－３を５月末日までに提出する。 

 

（２）食品構成表（ 様式Ⅰ－４－１、Ⅰ－４－２又は様式Ⅰ－５－１、Ⅰ－５－２） 

  各園の給与栄養目標量を満たすように食品群の組み合わせを設定する。 

 ＜記入要領＞ 

① ３歳未満児、３歳以上児別に作成し、荷重平均栄養成分表を用いて栄養価を算定する。 

② 荷重平均栄養成分表は、食品構成の栄養価算定の基礎となるので、各園や地域に応じて作 

成するのが望ましいが、作成が困難な場合は、当面の間、県で示した「荷重平均栄養成分

表」（別表３、別表４）を用いてよい。 

③ 入園時の年齢区分により、年１回（４月）に作成し、５月末日までに保健所に提出する。 

 

（３）給食内容検討表 

（１０日間分：様式Ⅰ－６、様式Ⅰ－７）（１か月間分：様式Ⅰ－８、様式Ⅰ－９） 

   提供する食事内容の検討は、１か月単位で行うのが望ましいが、少なくとも、連続した 10

日間（土曜日を含む）の予定献立について、使用食品量により給食内容検討表を作成する。

内容検討表は、５月分と１０月分を５月末日と１０月末日までに保健所に提出する。 

＜記入要領＞ 

① 給食日誌から、３歳未満児と３歳以上児別に、一人当たりの食品群別摂取量を転記し、１

か月間（又は 10日間）の平均を出す。 

② あらかじめ定めた「当園の食品構成基準」と、この「食品群別摂取量」を比較し、適正な



献立であるかどうか評価する。 

③ １人平均摂取量と当園の食品構成との差は、±１０％の範囲内を目安とし、食品及び

栄養バランスの評価に活用すること。 

④ お弁当の日等で、おやつのみを提供した場合は、給食内容検討表には記入しない。 

   

（４）予定・実施献立表及び給食日誌（ 様式Ⅰ－１０、様式Ⅰ－１１ ）  

    給食日誌は、予定献立と実施献立を兼ね、給食実施上の基本となる。給食日誌には、予定・ 

実施献立表のほか、毎日実施した給食状況が記録されていることが必要である。 

     認定こども園は、おやつを食べる人数把握が出来る様式とした。 

 

 ＜記入要領＞  

① 予定献立表（給食日誌）は、献立計画に基づき、早めに作成する。 

② 「予定献立」、「実施献立」は、施設長までの決裁を受ける。 

③ 予定献立の一部が変更される場合は、変更の箇所を朱書きにする。 

予定人員に対し、実施人員の差が 10％以上になった場合は、総使用量を訂正する。 

  ④ 共通献立も、３歳未満児と３歳以上児の各々の分量を記入する。 

  ⑤ ３歳未満児、３歳以上児の「可食量計」は、1人当りの可食量にそれぞれの人数を乗じた

ものである。 

職員給食を実施する場合は、職員食数を３歳以上児の食数に加える。 

検食等には、検食、保存食、展示食を含み、これも３歳以上児食数に加える。 

  ⑥「総使用量」は、総可食量に廃棄量を加算したもので、購入係数（倉出し係数表）により

算出する。 

  ⑦ 離乳食材料は、未満児追加献立として購入し、献立内容は、離乳食献立欄に記入する。 

   離乳食対象児が多い場合は、乳児用の「予定・実施献立表及び給食日誌」を作成する。 

⑧「食品群別摂取量」（一人当たり可食量）の欄は、当日使用の食品を３歳未満児、３歳以

上児に分けて記入する。給食内容検討表に転記して評価するため、正確に記入する。 

  食品分類は、別表５による。 

⑨「本日納品計」欄は、当日購入したすべての給食材料の納品書の合計を記入する。 

  なお、自家生産物等の給食材料（米・野菜・魚等）については、総使用量には含めるが

給食材料費としての記載はしなくてよい。 

⑩ 日誌は、特記事項（感想・園児の状況等）や残菜状況（料理毎に、詳しく）を記録し、

食事内容の向上に活用する。 

  ⑪ 検食欄は、検食簿を兼ねているので、毎回記入する。検食を複数で行う場合は、別途、検

食簿（様式Ⅲ－８）を使用する。 

 

（５）食品受払簿（ 様式Ⅰ－１２ ） 

   貯蔵食品について、食品別に食品受払簿により日々の受払いを明らかにし、食品の受払管

理の適正化を図る。受払いの方法は、単位ごと（本、Kg等）に記入する。月計、累計を記入

し、帳簿と在庫量の照合を行い、適正な食品管理に努める。 

おおむね、当日中に消費してしまうものは、食品発注伝票並びに食品納品伝票を整理保管

しておくことで、受払簿にかえることができる。 



 

（６）給食用スキムミルク受払台帳（ 様式Ⅰ－１３ ） 

保育所に配分されている給食用スキムミルクは、関税暫定措置法（昭和 35年法律第 36号）

による免税品であるので、関税暫定措置法施行令第 33 条第 5 項により、所定の様式の受払

台帳を整備し、受払管理の適正化を図る。現品と台帳の残量照合は、少なくとも月１回は行

い、受払台帳は３年間保存する。スキムミルクを処分（移動・亡失又は滅失）する場合は、

所轄税関長への届出が必要である。賞味期限を過ぎたものについても同様の届出が必要であ

る。 

 

（７）給食実施状況一覧表（ 様式Ⅰ－１４ ） 

４月から翌年３月までの給食実施状況を一覧表にまとめる。職員給食を実施している場合

は、徴収金額を明らかにしておく。 

① 給食実施食数（Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆ）は、日誌から実施数の月毎の合計を記入する。 

計（Ｅ）は、Ｂ＋Ｃ＋Ｄを記入する。 

② 給食費支出額（Ｇ）は、その月の材料費の納品金額を記入する。 

③ 職員給食費（Ｈ）は、実施している場合実費を徴収し、徴収した給食費の合計を記入する。 

④園児 1人 1日当たり平均金額（Ｊ）は、次の式を目安に算出する。 

園児 1人 1日当たり平均金額（Ｊ） 

＝（給食費支出額（Ｇ）－ 職員給食費（Ｈ））÷ 実施食数計（Ｅ） 

 

（８）給食委員会会議録（ 様式Ⅰ－１５ ） 

     施設長等の管理者を含めた食事提供に関係する職員で構成する運営会議等の会議記録であ 

る。定例的（月１回以上）に開催した会議の内容を正確に記録し、改善すべき事項等は業務 

に反映させるなど、食事提供に係る業務の運営の向上に活用する。 

 

（９）発注書及び検収の記録簿（ 様式Ⅲ－７ ） 

食品名・数量・納品日時が必ず記入され、商店と保育所の両方に控えが残るように２部複

写で作成するのが望ましい。また、検収の記録簿は、発注書をもとに、一品ごとに検収し、

記録を残す。 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 


